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今回の都市計画変更の概要

〇用途地域の変更
金谷地区において、むつ市都市計画マスタープランや立地適正化

計画に基づくまちづくりの推進及びエリアの魅力を高めるため、用
途地域を変更する。

〇都市計画道路の変更
平成23年度の見直しから10年が経過したことから、整備済み路

線や長期未着手路線等の見直しを行う。

〇都市計画公園の変更
むつ総合病院新病棟の建替等に伴う金谷公園の区域変更と、宇田

児童公園の機能見直しに伴う区域変更を行う。
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用途地域の変更

〇変更の概要
・金谷地区は、むつ市都市計画マスタープランにおいて、金谷公園
の機能強化によりコンパクトシティにおける拠点形成を図ることや、
むつ総合病院の機能を維持するとともに、高度医療機能の集積を図
ることとした都市施設整備の方針が定められている。また、むつ市
立地適正化計画では、都市機能誘導区域に位置付けられている。

・当地区では、大学キャンパス、認定こども園及びむつ総合病院新
病棟の整備が予定されており、既存の金谷公園、下北文化会館、小
学校及びキッズパーク等と合わせ、当市における賑わいや交流の拠
点としての新しいまちづくりを進めることとしている。

・このことから、むつ市都市計画マスタープランや立地適正化計画
に基づくまちづくりの推進及びエリアの魅力を高めるため、用途地
域を変更するものである。
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用途地域の種類

第一種低層
住居専用地域

低層住居のための地域。
小規模なお店や事務所兼用住宅、小中学校などが建て
られます。

建ぺい率/容積率
50/80

第一種中高層
住居専用地域

中高層住居のための地域。
病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられ
ます。

建ぺい率/容積率
60/200

第二種低層
住居専用地域

主に低層住居のための地域。
小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが
建てられます。

第二種中高層
住居専用地域

主に中高層住居のための地域。
病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事
務所など必要な利便施設が建てられます。

建ぺい率/容積率
60/200

第二種住居地域

中高層住居のための地域。
病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられ
ます。

建ぺい率/容積率
60/200

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域。
3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられま
す。

建ぺい率/容積率
60/200

準住居地域

道路の沿道を活かして、業務の利便増進及びそれと調
和した居住環境の保護するための地域。
150㎡以内の自動車修理工場などが建てられます。

建ぺい率/容積率
60/200

田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域。
住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。

近隣商業地域

まわりの住民が日用品の買物などをするための地域。
住宅や10,000㎡以上の店舗のほか、小規模の工場など
も建てられます。

建ぺい率/容積率
80/200

商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。
住宅や小規模の工場も建てられます。

建ぺい率/容積率
80/400

工業専用地域

工場のための地域。
どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。

建ぺい率/容積率
60/200

準工業地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域。
危険性や環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建
てられます。

建ぺい率/容積率
60/200

工業地域

どんな工場でも建てられる地域。
住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルな
どは建てられません。

建ぺい率/容積率
60/200

・用途地域は１３種類
・田園住居地域は平成30年度の都市計画法改正により、
新たに創設された用途地域

・むつ市では第二種低層住居専用地域と田園住居地域を
除く１１種類の用途地域が指定されている。



むつ市都市計画課用途地域と建築物の用途制限

7



むつ市都市計画課用途地域と建築物の用途制限

8



むつ市都市計画課

9

用途地域の変更

変更箇所

・用途地域の変更 約9㏊
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用途地域の変更

変更箇所

第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域
約9㏊

素案では、商業地域に変更し、特別用途地区を指定することとしてお
りましたが、原案では、第一種住居地域に変更することとしました。
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都市計画公園の変更

第５章 地域別構想

むつ中央下北地域における地域づくりの方針
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都市計画公園の変更

第７章 都市公園の整備及び管理の方針

１．公園の特性に応じた魅力の向上の方針

３．子育て支援などの方針
①保育所等の占用
②子育て公園の充実
金谷公園では、キッズパークとも隣接し、日ごろから子どもの利用、子育て世代の方々などに利用さ

れる公園であるため、その機能の維持と向上を図ります。
その他公園についても、持続可能性を踏まえながら、必要に応じて整備コンセプトを確立し、付加価

値を高めて子育て支援機能の向上を進めます。

４．公園のストック再編に向けた方針
公共施設等総合管理計画からも、従前のまま都市公園を配置し維持管理し続けることは厳しい状況にあ

ります。
みどりの将来像の達成に向けては、立地適正化計画によるコンパクトシティのもと、持続可能な公園づ

くりが必要です。そのため、地域のニーズを踏まえながら都市公園の効率的、効果的な施設の整備・都市
公園の統合、再編、廃止、機能の向上などストック再編の促進を図り、魅力の向上やリニューアルを進め
ながら、住みよい持続可能なみどりのまちづくりを進めて行く方針とします。

５．公園施設の適切なメンテナンスに関する方針

２．官民連携による公園づくりの方針
①Park-PFIの活用
②都市再生整備計画による官民連携まちづくり～都市公園占用の特例～

むつ市みどりの基本計画
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都市計画公園の変更

第１章 基本構想

１．新病棟建設に向けてのテーマとコンセプト（大きな柱）

大きな柱１ 医療環境の変化を見据えた機能の向上

大きな柱２ 大災害（自然災害、原子力災害、新興感染症等）対応拠点としての整備

大きな柱３ 高度先進医療、がん医療の推進

大きな柱４ 高齢者医療、予防医療、患者・家族支援の推進

大きな柱５ 患者・職員満足度の高い環境の整備

大きな柱６ 金谷公園との一体的な機能の整備
（１）安全安心を支えるエリアの拠点

災害ハザードエリアが含まれない金谷公園は、その面積も大きく、災害時には重要な避難施
設となることから、大災害対応拠点となるむつ総合病院は、むつ市とともに、金谷公園との一
体的な機能整備を図ることにより、安全安心を支えるエリア拠点として、都市の拠点性を高め、
コンパクトシティの推進を図る。

（２）多世代交流の拠点
低層階は日中開放し、隣接する金谷公園と一体化した多目的ホールとし、コンビニ、カフェ

等の利便施設や、赤ちゃんを連れたお母さんやお父さん、公園を散歩する方が休憩できるス
ペースを設けるなど、多世代交流の拠点（コミュニケーション・インフラ）となる施設を整備
する。

むつ総合病院新病棟建設基本構想・基本計画
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都市計画公園の変更

第２章 基本計画

１．全体計画 （１）建設予定地

むつ総合病院新病棟建設基本構想・基本計画
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都市計画公園の変更

全体計画
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都市計画公園の変更

変更案

隣接する宇田運動広場の区域を公園区域に追加することで、
公園管理の効率化と魅力向上を図るため、約0.17haの区域を
追加し、合計約0.46haとする。

宇田児童公園
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都市計画公園の変更

変更案

宇田児童公園
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都市計画公園の変更

増加区域 約1.0ha

減少区域 約1.0ha

むつ総合病院新病棟の建設予定区域を公園区域から除外し、
今後の金谷公園の活用を見据え、キッズパークや文化財収蔵
庫を含んだ約1.0haの区域を追加し、合計約4.1haとする。
※公園区域面積の変更はない。

むつ総合病院

金谷公園
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都市計画公園の変更

変更案

金谷公園
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都市計画公園の変更

〇素案からの変更点
・金谷公園については、素案では増加区域・減少区域ともに約0.8ha
としていましたが、新病棟建設計画との調整により、原案では増加
区域・減少区域ともに変更し、面積をともに約1.0haとしました。

・小川町児童公園については、素案では廃止することとしていまし
たが、公園の利用形態等を考慮し、今後の公園のあり方について再
考することとしたため、原案では廃止しないこととしました。
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〇変更の概要
・平成23年度の都市計画道路の見直し以来、10年が経過したものの、
未着手又は未完成の路線が未だに残っている。

・事業中の路線のみ計画を残すこととし、その他の路線については、
既存道路が代替路線として機能し、今後の大幅な交通需要が見込め
ないことから廃止するものである。

・都市計画道路を廃止することで都市計画法第53条建築の許可事務
が不要となる。

・横迎町中央２号線については、3・5・4号海老川むつ病線及び3・
5・8号横迎町明神川線の２路線の廃止に加え、今後県において3・
4・3号金曲金谷線の廃止を見込んでいることから、幹線道路と平面
交差の箇所数を５箇所から２箇所へ変更するものである。

・今後は、必要に応じて、改めて都市計画決定を行うこととする。
23
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都市計画道路の変更

全線廃止

全線廃止

全線廃止

一部変更
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都市計画道路の変更

全線廃止

全線廃止
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17条縦覧：意見書受付

今後のスケジュール
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２．原案の公表・縦覧・公述人募集（2週間）

３．都市計画公聴会

５．むつ市都市計画審議会 案審議

4月16日～4月30日

5月25日

5月6日

１．素案公表・意見受付 1月28日～2月10日

４．都市計画法第17条に基づく2週間の案の縦覧

原案作成

5月11日～5月24日

案作成

スケジュールは変更する場合もあります。市ホームページにてご確認ください。


